
 ■和光市駅北口地区　高度利用化スケジュール

 　　　　第1回：6月5日
 　　　　　（高度利用化の制度等の説明、意見交換）

 　　　　第2回：8月21日
 　　　　　（視察、事業手法等の説明、意見交換）

 　　　　第3回：11月頃
 　　　　　（視察、用途・規模等の説明、意見交換）

 　　　　第4回：2月頃
 　　　　　（駅北口に適した高度利用の提案説明、

 　　　　　意見交換）
 （行政）  （地元権利者）

 権利変換手続き
工事着手

 ※関係機関との協議調整や施設建築物の規模等により変動する可能性があります。

年度  高度利用化（市街地再開発事業）の流れ

 2017年度
 （平成29年度）

 勉強会の開催（一般論の説明、類似施設の視察）

 2018年度
 （平成30年度）

発起人会設立

 大まかな事業手法・区域の決定

都市計画決定に必要な要素の確定  施設計画の検討

 2019年度以降
 （平成31年度以降）

準備会設立

 都市計画（変更）決定 事業計画作成

 事業認可・設立認可

施設建築物竣工

資料２


